
第３回中野駅周辺まちづくり調査検討委員会議事録 
 

日時：平成 15 年 12 月 19 日（金）午後 6：00～ 

 

場所：中野区役所４階区議会第２委員会室 

 

事務局 

お待たせいたしました。開会予定時刻になりましたので、ただいまより第３回

中野駅周辺まちづくり調査検討委員会を開催させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

まず初めに本日の委員会には、委員ではございませんが、中野区助役が参列し

ておりますことを御報告いたします。 

ここで本委員会の運営上のお願い事項を申し上げます。第２回委員会と同様に

本委員会は公開とさせていただいておりますが、事務局では議事録作成のため

の録音及び記録のための何枚かの写真撮影を行いますので、委員及び傍聴者の

皆様の御了解をお願いいたします。また、傍聴者からの録音、写真撮影の申し

出がございました。申し出のあった方には、本委員会の運営に支障にない範囲

で許可したいと思いますので、委員及び傍聴者の皆様の御了解をお願いいたし

ます。また、携帯電話をお持ちの方は、会議中電源を切るかマナーモードにし

ていただくようにお願いします。また、各委員の発言の際は必ずマイクを御使

用いただき、終わりましたら混線を避けるためスイッチを切っていただきます

ようお願いします。 

次に、本日の配付資料を御確認させていただきます。順不同で申し訳ございま

せんが、まず議事次第、議事資料、第２回委員会議事要旨、また参考資料とし

て、11 月２日区報意見募集で寄せられた区民の見解の概要を、委員の皆様の机

の上に配付させていただいております。ただいまお配りした議事資料につきま

しては、委員の方から資料を事前に配付してほしいという御意見がありました

が、本委員会席上ということにさせていただきました。御理解をお願いいたし

ます。議事資料は、後ほどプロジェクターで説明をしますパワーポイントの出

力資料でございます。よろしゅうございますか。不足等がございましたら事務

局のほうにお申し出ください。本委員会の議事資料等につきまして、中野区の

ホームページで紹介しておりますのでご覧ください。 

それからこれは御報告ですが、本日、区民代表１名、関係行政機関２名が欠席

でございます。 

それでは次第に従いまして進めさせていただきます。本日の委員会につきまし

ては８時頃の閉会を目途に運営させていただきます。それでは委員長に今後の

議事進行についてお願いいたします。委員長、どうぞよろしくお願いいたしま



す。 

委員長 

それでは早速議事に入りたいと思います。前回第２回の委員会では、跡地その

周辺及び駅周辺の整備を中心にして、いろいろ御議論をいただいたところであ

ります。この第３回は、まずは前回いろいろ御議論のあった中野区の道路整備

全般について御説明を伺い、その後ブロードウェイ・サンモール地区、南口地

区、あるいは警大跡地を含めた全般について説明を承るという順番で進めてま

いりますが、説明は一括して行っていただいて、議論のほうは少し分けてやっ

ていくという形にしたいと存じます。よろしくお願いいたします。それでは事

務局のほうへお願いします。 

事務局 

それでは事務局から、資料に基づきまして御説明をさせていただきます。今委

員長からも御説明がありましたが、第２回委員会におきまして、まちづくりの

基本的な考え方、あるいは跡地その周辺と駅周辺の交通機能関係につきまして、

御説明をさせていただきまして、御議論をいただいたわけでございます。その

委員会での意見をまとめてみました。 

まず、計画の進め方全般についてでございます。中野の産業・商業を活性化す

る方向で進めてほしい。狭隘道路が問題だ。跡地を利用して段階的に整備を進

めていくべきだ。都市計画道路の整備を。南北交通の円滑化が重要ですよとい

うこと。緑で囲まれたような整備をすることが大切です。安全・安心の中に防

犯の視点というものを入れ、防犯の拠点をというようなお話がございました。

それから、早くまちづくりを行うべきだと。事業の仕組みの整理が大切ですと

いう話でございました。それから、囲町がこの場所に残れる計画づくりをとい

う話がございました。それから、市場調査が必要だよという意見もございまし

た。 

次に、跡地・その周辺に関することでございますが、道路整備を進めるために

活用すべきだという話。まちづくりのために区役所・サンプラザを移転・活用

すべきではないか。警察病院を地域の健康増進を図る仕組みに活かすべきだ。

複合機能を考える上で、中野の文化をスパイスにしてみましょう。跡地は多目

的な利用が必要である。公と民との関連が重要でありますよというようなお話

がございました。それから、豊かな緑という資産の活用をという話でございま

した。中野の顔づくりのテーマが必要であり、広場がカギだという話。都市の

広場には既存の緑を活かすことがカギであるという話。それから、自然的なオ

ープンスペースにといったようなお話がございました。 

これらの意見を次の４つに整理いたしました。まず「顔づくり」ということで、

東京の顔となる機能の導入・空間づくりを進めるということでございます。２

番目に「産業振興」といたしまして、中野の産業や商業のさらなる活性化を目

指すための拠点的機能の形成。３番目といたしまして「防災・道路」というこ



とで、防災・道路問題。道路問題といたしましては南北方向の交通、あるいは

狭隘道路、こういったものの改善が課題である。それから「緑」につきまして

は、既存の緑環境を活用することにより、快適な空間づくり・オープンスペー

スづくりを目指すんだというようなお話に整理いたしました。 

今回の委員会でございますが、先ほど委員長からもお話がありましたけれども、

まず道路整備につきまして御説明をさせていただきます。それから、ブロード

ウェイ・サンモール地区、南口地区の整備の考え方、それから警大跡地の活用

について、再度御説明させていただきます。最後に中間のまとめというような

形で進めさせていただきます。 

事務局 

それでは、前回道路についての御意見が非常にありました。そういったことで、

今回区のほうから特に都市計画道路、それから狭隘道路についての考え方とい

いますか、どういう状況になっているかということをまず説明させていただき

たいと思っております。東京都の所管の部長さんもいらっしゃる中ではありま

すが、少し区のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

東京都の都市計画道路ですが、放射と環状からなっているということで、今指

しているほうから時計回りに放射が１号、２号、３号となっているということ。

それから皇居を中心といたしまして、環状道路がずっと１号、２号、３号と、

環１、環２、環３というふうにネットワークができているということ。ほとん

どここに書いてあるのは都や国道になると思いますが、そういったことで道路

整備を進めているということでございます。 

中野のところはちょっと薄いかもわかりませんが、着色をしています。今ポイ

ンターで当てておりますが、中野関連では放射系からいきますと、これは中野

のちょっと南になりますが、放射５号、甲州街道ですね。その上に、これはも

う中野を横切っているわけですが、放射６号、青梅街道がございます。それか

ら放射７号、これは目白通りでございます。ほとんど完成をしておりまして、

放射のネットワークはおおむねできている。もちろん全幅できていなくて、も

うちょっと拡幅するような、青梅街道も概成になってございますけれども、そ

ういったものができている。 

環状道路でいきますと、これは東中野のところを通っておりますが、環状６号

線、山手通りでございます。これは赤になっておりまして、今整備を着々と進

めているということで、この下には首都高の中央環状線が通る。平成 18 年まで

には新宿線という部分ができて、その後、南のほうも品川線ということで、東

京都で計画を進めているということでございます。その外には環状７号で黒に

なっておりますが、これは完成しているということ。それからその外に環状８

号がございますが、練馬、板橋のところで工事中です。これは東京都で着々と

整備を進めているということで、こういった道路ができてくれば、全体的に中

野の道路の混雑緩和ということにも非常に有効ではないかと思っております。 



もちろんこのほかに高速系の道路があるわけでございまして、今ちょっと触れ

ましたけれども、山手通りの下には首都高速の中央環状線がぐるっと輪をかい

てでき上がる。一つの環状をなしていく。湾岸道路と結んで環状線。それから

もう一つ、東京都で所管をしていた方もいらっしゃるので、今日は私のほうか

ら説明するのも恐縮ですが、環状線が、これは埼玉県のほうはできているわけ

です。それから、千葉県のほうに向かってはもう整備を進めているということ

でございます。都内もその整備を進めようという方向が見えてきたということ

でございまして、そういった道路ができれば、これもまた高速系の環状線がき

ちんとでき上がってくるということで、中野区の道路混雑の解消にも非常にな

るというようなことでございます。次をお願いします。 

中野区の道路の整備状況でございます。区内の道路は、これは１回目で御説明

させていただきましたけれども、区は 57％の都市計画道路が完成しております

が、中野区は 39.6％ということで、23 区中 22 位という状況でございます。も

ちろん概成部分もありますので、この数字が一概に道路整備が全く遅れている

ということではないかと思います。それからその下に書いてございますが、や

はり南北道路の整備によりまして、御指摘のとおり交通の分散がされるわけで

ございますので、そういったことについても力を注いでいかなければいけない。

その南北道路には、次のところに書いてございますが、西武新宿線等が市街地

の分断をしているということでございます。今ポインターのところが西武新宿

線になるわけですけれども、そのおおむねできている道路に、新宿線をまたい

で中野通りがございますが、その踏切は 45 分以上、ピーク時では１時間閉鎖さ

れているという状況でございます。環７がございますが環７は完成で、道路側

のアンダーパスになっています。ここだけが中野区内で唯一立体になっている

ところでございます。点線で書かれているのが概成の部分です。濃い青で書い

ているところが完成形のところで、概成も含めるとかなり骨格になって整備は

されているということがございます。なお全体的に見ると、もみじ山通りだと

か中杉通りの、特に中野区内ができていないとか、それから大和町のところを

通っている都市計画道路がございますが、こういった道路が未完成ということ

でございます。次をお願いします。 

ちょうど今日午後でございますけれども、これは東京都と 23 区が一緒になって

発表したのですが、区部における都市計画道路の整備方針の案が今日プレス発

表されてございます。その中で優先的に整備する駅、路線ということで、平成

16 年～27 年の整備すべき路線が決められております。そういった中でこの中野

駅周辺、警大跡地の周辺を見てみますと、早稲田通りですが、環７から中野通

りまでの間を拡幅をするという位置づけがございます。それから、この９月に

区決定された幅員 20 メートルの区画道路でございますが、これについても整備

をするということになってございます。それと中野通りでございますが、五叉

路で渋滞しているという、非常に形のよくない、交通動線的によくない五叉路



に今なっております。ここを、大久保通りの一部もかけて整備をするという位

置づけができました。それからもう一つ、中央線と警大跡地との間の道路につ

いては、優先的なところに直接は位置づけられてございませんが、これにつき

まして考え方としては、この警大跡地の整備にあわせて整備をしていくという

ことになってございます。それと、先ほど御説明しました西武新宿線のいろい

ろな踏切問題対策との関連では、もみじ山通りと右の上が青くなっていますが、

そういったところの整備等が周辺では考えられております。 

ちょっと周辺に飛びますが、このほかに優先的に整備すべき路線で中野区関連

で位置づけられていますのは、中杉通りとか、先ほどもちょっと示しましたも

みじ山通り、本郷通りなどがございます。 

今幹線的な道路、都市計画道路について申し上げましたが、次に狭隘道路等に

ついて、非常に課題、問題であると前回も御指摘をいただいております。区と

いたしましても、建築基準法の 42 条に二項道路という道路、つまり道路のセン

ターから２メートルセットバックすれば建築物が建てられますよというふうに

決めた道路ですが、実は全体で 300 キロメートル、区内にそういった道路がご

ざいまして、区としては区民の皆さんの協力をいただいて、拡幅ということで

努めているところでございます。平成元年にはここに整備率で３.６％となって

いますが、この３.６％というのは中心から２メートルずつ両方に振り分けるも

のですから、先ほど延長 300 キロメートルと言いましたけれども、片側ずつカ

ウントすると２倍になるわけですね。600 キロメートル。それに対する数字がこ

こに書いてございますが、平成元年は３.６％の整備率、平成７年は８.４％、

平成 14 年は 14.2％。これは区民の皆様の御協力をいただきながら、区としても

そこの整備については、区で実施をするというようなことで力を注いでいるわ

けですが、こういった努力はしているということを御理解いただきたいなと思

っているわけでございます。 

もう一つ次の図面ですが、これは木造住宅密集地というので、着色してあると

ころが全部そういった区域になっているわけでございます。こういった中で斜

めの斜線のところが、東京都の防災都市づくり推進計画に基づきまして決めて

いるところでございまして、整備地区ということで整備を進めていこうとして

いるところです。その中でも特に早期に整備をしていかなければいけないとこ

ろについては、防災まちづくり地区計画区域ということで、地区計画というも

のを定めまして、生活道路の拡幅などに努めているところです。南のほうから

いきますと南台の地区、北のほうでは平和の森公園の地区について、これも区

民の皆様の御協力をいただきながらということで、建て替え等に合わせて進め

ていますので、確かに事業の進捗というのは時間がかかりますが、そういった

努力をしているということでございます。 

それとこの図面にもう一つ丸だとか四角で落としてございます。赤い丸が公共

用地に関連のところをポイントしていますが、区役所、それから地域センター



が 15 カ所あります。それから福祉関連施設もございます。それと区立小学校と

中学校は緑で示しておりますが、小学校が 29 校、中学校が 14 校。この小・中

学校でいえば、生徒のピークというのは昭和 33 年とか 37 年ぐらいの間だった

わけです。そういったときには小学生が３万 3,000 人とかいたわけですが、現

在、平成 15 年ですと、小学生でいきますと 9,500 人ぐらいに減っています。で

すから、区長もゼロベースからこういった公共施設を考えていきたいというこ

とを申し上げています。そういったことで狭隘道路と、それだけに使えるとい

うわけではございませんが、そういったものに今後貢献ができるのだろうとも

考えているわけでございます。そういった中でこの中野駅周辺、特に警大跡地

については、周辺に貢献という御意見もございましたが、やはりその中できち

んと都市基盤施設をつくっていくということが基本なのかなと、間接的に周辺

には貢献をしていくのかなというふうに思っているところです。これについて

は後ほどまた説明を、担当のほうからさせていただきたいと思っております。 

そういったことで都市計画道路、狭隘道路についての現在の状況について御説

明をさせていただきました。 

事務局 

それでは引き続きまして、「各地区の整備方針」に入らせていただきます。ま

ずその一番目といたしまして「ブロードウェイ・サンモール地区について」御

説明をさせていただきます。 

ブロードウェイ・サンモール地区の状況でございますが、これは第１回の委員

会で地区の特徴と状況ということで、強み・弱みという形で整理をいたしまし

た。それを再掲させていただいております。強みといたしましては、中野を代

表する商業集積がある。それから、界隈性あふれる賑わいを形成していますよ

ということでございます。弱みということでは、狭隘な道路、あるいは防災へ

の対応の遅れというものがございます。 

そういったこの地区につきまして、どのような形で整備をしていくかというこ

とで整備方針をまとめました。これは大きく２つ挙げております。１点目でご

ざいますが、活気ある個性と魅力を持った商店街の保全・育成という形で挙げ

ております。もう少し具体的に申しますと、楽しく安心して歩くことのできる

歩行者回遊空間や憩いの空間を確保しようということでございます。次に空き

店舗・空き事務所を活用するなど、中心市街地活性化に寄与する産業を育成し

ましょうということ。それから商業活動を支える機能の確保ということで、例

えば荷捌き施設といったようなものを挙げております。 

もう一つの柱でございますが、安心・安全性の高いまちづくりということで挙

げております。具体的には耐震診断を実施して、建物の不燃化の促進を図って

いく。それから、建物の更新にあわせまして前面道路空間やポケットパークを

確保する。あるいは新たな南北方向の動線ということで、これは防災空間とい

う役割を持たせることになると思いますが、それを整備していきましょうとい



うものを挙げております。 

それを具体的な絵で表してみました。まず周辺との回遊性を誘発するような、

歩いて楽しい歩行ネットワークの整備ということで、この赤丸でいろいろと表

しております。次に左側でございますが、中野通りをまたぎまして、周辺街区

と連携を強めるデッキや地下道を整備したらどうかということでございます。

それから中野通りにつきましても、歩行環境を向上させるような施策が必要で

はないかということでございます。それから、商店街の振興、他地区との共存

共栄を図っていきましょう。それから、商業活動を支えます共同の荷捌き施設

などを整備していきましょうというもので、こういった形で商店街の保全・育

成を図っていこう。 

次でございます。安心・安全性の高いまちづくりのほうでございますが、まず

建物の不燃化などにより防災性を向上させましょうということです。次に前面

道路の空間やポケットパークの確保によりまして、周辺の環境や防災性を向上

する。そういった形で見通しもよくなるということにもなりますれば、防犯面

にも効果が出てくるということも言えるのではないかと思っております。それ

から新たな南北動線ということで、区域の一番東側になりますが、そこに南北

動線を確保して、それにつきましては歩車共存の防災空間という形で整備をし

ていったどうかということでございます。また駅前の部分でございますが、歩

行者優先の空間づくりという形で、サンモールへの玄関口にしていきましょう

ということでございます。 

これらの方針を実現するためにはどのような形でやっていくのかということで

ございますが、計画の実現に向けてという形で書いてございます。こういった

ような事業を進める場合、面的に一括で整備するとか、用地買収で一気にやる

というようなことはなかなか困難でございます。そういうようなことから、ま

ず地元との合意形成を図っていきましょうということで、そういう中で地区の

特性に配慮しながら、誘導的な手法によって整備を推進していこうではないか

ということでございます。それから、中野通りにつきましては都とも調整を行

いながら、開発に合わせて歩行環境の向上を図っていったらどうかということ

でございます。 

続きまして南口の関係でございます。先ほどと同じように南口の状況を書いて

ございます。強みといたしまして、建替計画が進行する駅前の公社住宅、東京

都の住宅供給公社の住宅ということです。それから既存の大規模店舗、郵便局

等の公益な施設がある。弱みといたしましては、街並みにまとまりがなく、雑

然としたイメージがある。あるいは慢性的な交通渋滞といったもので、ここで

挙げておるわけでございます。 

そういったようなところから、南口の整備方針といたしまして、ここでは３つ

にまとめました。まず１番目が、公社と周辺の用地を活用した再開発事業の推

進。こういったことによりまして、新たな住環境整備、あるいは複合的な土地



利用を誘導する。駅前広場につきましても、歩行者の空間を改善する、あるい

は駐輪場を確保する。それから新たな南北・東西方向の動線を整備する。 

２番目といたしまして、中野通り沿道商業ゾーンの活性化ということで挙げて

おります。大型店舗を核とした商業ゾーンの活性化、高度利用を促進する。そ

れから安全で楽しく歩ける歩行者空間を整備する。 

３番目といたしまして、道路ネットワークの改善ということで挙げております。

駅南北自由通路を整備する。あるいは中野通りと大久保通りの交差点でござい

ますが、五叉路周辺での道路の整備を実施する。それに合わせながら街区を整

備するということでございます。 

それを絵に表してみたものでございます。まず、公社及び周辺の用地を活用し

た再開発事業の推進でございますが、新たな住宅整備と、それを契機といたし

ました土地利用を誘導する。それから駐輪場を確保する。左側でございますが、

再開発に合わせまして歩行者空間を再整備する。それから南北・東西の動線と

いう形で、これは区域の一番東側のところになりますが、そこにつきましても

南北方向の動線を確保しましょうよという話でございます。それと突き当たり

の千光前通りでございますが、そこもさらに拡幅等の整備をしたらどうかとい

うことでございます。 

次に、中野通り沿道商業ゾーンの活性化と道路ネットワークの改善でございま

す。左のほうでございますが、中野通りの歩道の整備、回遊動線の確保、それ

からこの地区の高度利用の促進、良好な街並みを形成する。あるいは右側に書

いてございますが、自由通路による駅南北の回遊性を確保する。ここでは、中

野通りを挟んで両側に自由通路をつくったらどうかという形で書いてございま

す。それから、五叉路付近についての拡幅と街区整備というものでございます。 

公社とその周辺で検討をされておりますまちづくりの考え方につきまして、参

考としてまとめております。これでいきますと２棟の住宅棟、１棟が超高層と

いう形でございまして、もう１棟が高層、これを南北に配置する。その間に広

場を確保いたしまして、周辺への回遊を高めるような構想でございます。新た

な南北の動線も確保するというような予定になっておるわけでございます。 

こういった南口の整備方針の計画の実現に向けてでございますが、今お話をい

たしました公社及びその用地につきましては、それを活用いたしまして市街地

再開発事業を推進していきましょうと。それ以外の区域につきましては、ブロ

ードウェイ・サンモール地区同様に地元との合意形成を図りながら、地区の特

性を踏まえつつ、今後具体的な事業手法を検討していくことが適当ではないか

と考えておるわけでございます。 

以上が各地区のうちの、ブロードウェイ・サンモール地区及び南口地区につい

ての御説明でございました。次に、「警大跡地の活用について」御説明をさせ

ていただきます。 

まず、この跡地の位置関係ということで書いてございます。ＪＲ中野駅と警大



跡地の位置関係というものを、新宿駅と新宿副都心との位置関係に落としてみ

ております。そうしますと新宿駅の西口の広場、今ポインターで指しておりま

すが、この先から都庁のちょうど議会棟の手前までが、この中野の警大跡地と

いう形になります。非常に駅から近いということと、非常に広大だということ

が認識していただけるのではないかなと思っております。こういったようなと

ころが駅前の一等地で、大規模遊休地があるということでございます。次をお

願いします。 

その警大跡地の活用の方針でございますが、駅前にこれだけの大規模な敷地が

生まれることは、今後考えにくいわけでございます。またそういうことから、

跡地は東京及び中野区の資産といえるわけでございまして、東京の新たな顔と

なる拠点づくりを進めていきましょうということで、多数の集客、多様な交流

を促し、にぎわいを形成するような機能を導入しましょう。緑が溢れ、統一感

のある街並みを形成いたしまして、環境共生にも配慮していきましょうという

ような形で活用の方針を挙げております。 

この拠点づくりの進め方につきましては、第２回の委員会でも説明をしており

ますが、急激な社会変化等、先行きが不透明な時代ということで、まちづくり

の可能性を幅広く検討する必要がありますよということと、大規模跡地という

メリットを活かして、にぎわい形成を目指す必要がありますので、民間活力を

活用いたしまして、民間の豊かな知恵を引き出していきたいということでござ

います。 

また先ほどと同じようなことが上のほうに書いてございます。大規模な敷地、

あるいは資産というようなことから、跡地の開発に当たりましては、周辺のま

ちづくりに寄与・展開できるような計画とするように配慮もしていきましょう

ということでございます。 

周辺まちづくりへの寄与・展開の内容を整理してみました。まず第１点といた

しましては、多様な機能（商・業・学・遊・住）が複合した魅力あるまちが形

成され、周辺へも効果が波及するというようなことになります。また、回遊性

を高める空間づくりを行うことで、地域全体でのにぎわいの向上にも貢献をい

たします。また、道路・公園・オープンスペース等の基盤整備を行うことによ

り、区内の交通の利便性や防災性が向上するというような形になるわけでござ

います。さらに区内に分散する区の施設、先ほど説明をいたしてはおりますが、

そういった施設のうち、集約可能なものにつきまして集約化をすることにより

まして、その旧施設や用地を周辺の公園や道路用地などとして活用していくこ

とができるわけでございます。このように跡地の整備が、区全体のまちづくり

に間接的にも貢献をしていくというような形になるわけでございます。 

それを模式的に表したものがこれでございます。まず、新たな駅前の顔づくり

ということによりまして、周辺地区へも波及をする、あるいは回遊性を高めに

ぎわいの向上にも寄与していく、展開していく。それからオープンスペースに



つきましては、災害時の周辺避難場所の確保になる。あるいは緑環境の提供と

いうような形にもなる。左側でございますが、公共施設を移転・整備するとい

うことで、集約可能な機能の集積により、区内各所の課題解決にも貢献できる。

またサンプラザや区役所につきましては、まちのにぎわいに向けまして、活用

方針は検討をしていこうというような形でございます。 

次に跡地の処分でございます。このようなまちづくりを進めるに当たりまして

は、跡地（国有地）の処分がそのスタートということになります。その場合、

財務省さんのほうでは、すでに平成 13 年度までに調布基地跡地とか、そういっ

たようなところに警察学校の機能は移転されております。そういうことから、

借入金の利息などが発生しているということがございまして、早期払い下げが

必要だと言われております。一方公共ということで、東京都や区役所は財務状

況が非常に厳しく、公の負担には限界があるわけでございます。そういうこと

から全体的な計画のもとで、開発者に細切れでなくまとまった形で払い下げを

していくのがよろしいのではないかということでございます。 

その処分に当たりましては、全体的な開発条件を設定いたしまして、まちづく

りの誘導を行っていくということで、それをもう少し細かく言いますと、まず

例えばにぎわいのある複合市街地、土地利用を形成させるんですよ。あるいは

オープンスペースの確保や整備に関する条件をつける。道路や通路の確保・整

備に関する条件をつける。街並みのデザインの誘導などについても述べるとい

ったような形で、そういうようなことを具体的に申しますと都市計画手法とい

うことで、地区計画や面的な整備手法を活用して、そういった形で進めていっ

たらどうかということでございます。その場合に、進出開発者にとってもメリ

ットとなるような誘致条件、こちらについても整理は必要ではないかなと考え

ておるわけでございます。 

次にそういった中での賑わいという中で、導入機能に関する条件ではどんなこ

とがあるかということで、ここに記載させていただいております。導入機能と

いうことにつきましては、業務、商業、文化・医療・交流・居住・行政サービ

スといったような機能が融合した、賑わいのある安全で快適な複合市街地の形

成を誘導するようなものということで、例といたしまして１つ目は既存商業と

競合しない業務・商業・遊びの機能などを挙げております。また、大学や大学

院などの文化や教育機能、さらには産学協同機能、あるいは医療や福祉機能と

いったようなものを挙げております。 

次にオープンスペースの確保・整備に関する条件としては、例えばどういうも

のがあるかということで書いてございます。一定規模以上の空地を、公園との

一体性に配慮しながら設けていきましょうということで、公共施設とオープン

スペースと病院が連携するような形で確保していったらどうかということでご

ざいます。 

その際には緑豊かな空間の形成を図っていくということで、既存の緑を活用し



ましょう。自由で多様な活動ができるような空間にしていきましょう。あるい

は、災害時には避難場所として利用できるように配慮していきましょうといっ

たことが、条件として考えられるのではないかと考えております。 

こういったような跡地のまちづくりの進め方を次に整理しております。こうい

った形でまちづくりの計画を策定していく。その次に都市計画などによりまし

て開発条件を設定する。警察大学校跡地につきまして、国有地でございますが、

それを払い下げする。この場合、原則といたしましては一般競争入札になりま

す。ただ、公共等の場合、大学等もそれに当たると思いますが、そういった場

合には随意契約という形になります。土地取得者によりまして建物と基盤の整

備を行って、まちびらきというような形になるわけでございます。 

以上が警大跡地の活用の関係についてでございます。 

最後に 3 番でございますが、「中野の新たな顔づくりに向けて」について、中

間のまとめということで書かせていただいております。 

まず、中野駅周辺のまちづくりを進める上での基本コンセプトを挙げておりま

す。「環境と都市機能が調和した 21 世紀型都市づくり」ということで挙げてお

りまして、３つの項目を掲げております。１つがにぎわいの心の育成・整備。

それから、多様な交流を生む様々な機能の複合・連携。それから、人にやさし

く地球にやさしいまちの形成ということです。 

それを受けましてまちづくりの基本的な考え方ということで、これにつきまし

ては第２回の委員会で御説明をした内容でございます。１番目といたしまして、

各地区の個性を活かした多様性のあるまちづくり、２番目といたしまして、大

規模跡地のメリットを活かした東京の新たな顔となる拠点づくり、３番目とい

たしまして、民間活力と公共との連携による安全・安心なまちづくりというも

のでございます。 

次でございますが、それぞれの地区の整備方針をまとめたものが以下でござい

ます。こちらにつきましては既に御説明した内容でございますので、簡潔に御

説明させていただきます。 

跡地とその周辺の整備方針でございますが、ここでは３つ挙げております。東

京の新たな顔となる拠点づくり、その中では交流と賑わいを生む機能の導入。

緑溢れ、環境共生に配慮したまちを形成する。その賑わい形成には民間活力を

活用していきましょう。それからオープンスペース（都市の広場）の整備。そ

れから道路整備、補助 221 号線や新規の道路になりますが、それにあわせまし

て囲町のまちづくりを進めましょうということでございます。 

次のものが模式的に表したものでございます。ここでは民間活力を活用した東

京の新たな顔づくりでございますとか、都市の広場の関係、あるいは回遊動線

の整備といったものを挙げております。ここでちょっと補足させていただきま

すけれども、公共施設につきましてＡとＢということで書いてございますが、

第２回の委員会では案の２という形で御説明をいたしました。いろいろと複数



案が考えられるということで、こういうような図面にさせていただいておりま

す。 

次の図面は囲町地区関係でございます。ちょっと見にくくて申し訳ございませ

んが、囲町地区につきましては未整備の都市計画道路を整備する。それから新

規の道路を整備する。これは杉並区との区境でございますが、それにあわせて

まちづくりを推進するというものでございます。 

その場合の国有地の処分ということで、これにつきましてはまとまった形で払

い下げる。開発条件を設定して、まちづくりの誘導を行うというような形でご

ざいます。 

次にブロードウェイ・サンモール地区でございますが、ここは２点挙げており

ます。商店街の保全・育成と、安心・安全性の高いまちづくりということでご

ざいます。次をお願いします。 

それを絵で表したものでございます。回遊動線を整備していきましょう。防災

性を向上しましょう。ポケットパークなどにより環境を向上させていきましょ

う。周辺と連動、連携する回遊動線を整備いたしましょう。新たな南北動線を

整備いたしましょう。中野通りの環境整備、といった形でございます。事業手

法につきましては、地元との合意形成を図りながら、適切な事業手法を検討す

るという形にしております。 

次に南口でございます。これにつきましては先ほどの３点を挙げております。

再開発事業の推進、中野通りの沿道商業ゾーンの活性化、道路ネットワークの

改善ということでございます。 

その具体的な絵でございます。再開発事業という形での住宅の建て替えとか、

再開発事業によります新たな南北・東西動線の整備、歩行者空間の整備。ある

いは既存大規模店舗を核といたしました商業の集積、高度利用の推進。それか

ら回遊性を向上させていきましょう。あとは五叉路の整備をいたしましょうと

いったことでございます。 

次に駅周辺の関係でございます。これにつきましては中野の玄関でございまし

て、回遊の拠点ということになる駅、駅周辺につきましては、跡地などの周辺

の開発にあわせて整備を行うことが必要だと思っております。そういうことで

ここに書いてございます。具体的には、まず駅北口の交通結節機能の改善を行

う。西側へバスターミナルを移設いたしまして、現広場は歩行者空間にしまし

ょうといったことでございます。それから、周辺地区との連携性・連絡性を確

保した安全で歩いて楽しい回遊空間を整備するということで、中野通りをまた

ぐデッキ、あるいは自由通路といったものが挙げられるわけでございます。さ

らには新たな中野の顔にふさわしい駅とするように、その改良につきまして検

討をしていきましょうということで、ＪＲにも働きかけながら進めていく必要

があるのではないかということでございます。 

それを具体的に絵として表したのが次の図面でございます。駅周辺にぐるぐる



丸を書いてございます。駅周辺の回遊路の整備という形で進めていきましょう

よという形でございます。 

以上が中間のまとめの関係でございまして、次に「今後の予定」を書いてござ

います。 

１回目から９月、11 月、12 月と３回開催させていただきました。今後でござい

ますが、１月 28 日の 19 時という形で、まちづくりシンポジウムと今までお話

をしておりましたけれども、まちづくりフォーラムということで、本日の中間

のまとめをもとに、それを踏まえながら区といたしまして中間のとりまとめを

行いまして、フォーラムを開催する予定でございます。それの後、第４回とい

たしまして、とりまとめを進めていきたいと考えておるところでございます。 

以上でございます。大変長くなって申し訳ございませんでした。 

委員長 

それではこれから議論に入るわけですが、今日は多岐にわたる内容の御説明が

あったところであります。大きく分けてまず道路整備の話を区のほうから御説

明いただいたということであろうと思いますし、あとはこの地区についての開

発・整備のあり方ということになろうかと思いますので、できましたら議論を

分けていただきまして、先に道路のほうを中心に御議論をいただきたいと思い

ます。それから一区切りしたところで、それ以外のまちづくりのほうに移って

いただければと思いますので、まず道路整備についていろいろ御意見、御質問

等おありになる方はお願いいたします。 

区民代表 

前回、道路整備について各方面からお話しされていましたのは、これだけ広大

なエリアで今のような開発コンセプトに基づきますと、相当集客のある施設に

なっていく。その中で、広域の交通計画ではなくて、この地域の交通計画、現

状ですね、交通現況に対する不安があるのではないか。それに対してお考えは

どうなのか。場合によっては交通計画のいろいろ調査のようなものも、恐らく

踏まえておられるだろうというようなお話があったのではないかと思いますが、

それに対するお答えがちょっと見えてこないという感じがございます。つまり

現状の道路状況によって、開発規模が相当限定されてくるのではないかという

ような不安を、恐らく皆様方が持っておられるのではないかと思いますが、お

答えいただけますでしょうか。 

事務局 

それではお答えをさせていただきます。御質問の趣旨は、地域に住んでいたり、

商業活動をされたり、いろいろな方の御意見でございますので、地域を中心と

した御意見だったかというふうにもちろん認識しております。認識しておりま

すが、やはり道路というのは中野区だけで収束するものではなくて、少し広域

的な視点からこの道路をとらえておく必要があろうということで、こういった

全体の都市計画道路のネットワーク、７の図面を出してもらうといいのですが、



かなり急ピッチで環状系の道路が──環状は東京都は遅れていると言われてお

りましたので──整備されていくというような状況です。そういうことによっ

て区内の交通、例えば中野通りに非常によい影響を今後与えてくるだろうとい

うこと。つまり、地域にどういう影響があるのだろうかということで、少し広

域的なお話もさせていただいたところであります。 

そういった中で、今日午後の発表でございましたけれども、先ほども申し上げ

ましたが、都と区でつくった「区部における都市計画の整備方針」というので、

来年度から 12 年間にどういう道路ができてくるのだろうかということで、これ

は 10 の図になりますが、その区域の中の道路網の整備というものの御説明をさ

せていただいたわけです。もちろん今後駐車場をどういうふうにとるのか、駅

の前に駐車場をとるべきなのか、それとももうちょっとフリンジ的な、あまり

駅前に集中しないようにもうちょっと離れたところにとるべきなのか、という

ようなことも踏まえて。それから公共交通、鉄道等もすぐ隣接しているわけで

すね。中央線と東西線も入っているわけです。例えばここの開発をしても、こ

れから新たに鉄道駅をつくるのではなくて、そういったことも活用ができる。

もちろんその駅の改良は必要であるけれども、これらも含めて対応を述べさせ

ていただいたということでございます。 

委員長 

ありがとうございました。今のお話である程度のお答えにもなっているかと思

いますが、御心配の向きは開発と、いわばその開発にかかわる交通容量みたい

な話だと思います。この辺は東京都で、恐らく開発が具体化していくとチェッ

クをするような場面があるのではないかと私は思うのですが、東京都のほうか

らその辺を簡単に御紹介いただけますでしょうか。関係行政機関の方、いかが

ですか。まだもう少し先の段階のことだとは思いますが、ひとつ御紹介を。 

関係行政機関 

本来、都市基盤部長さんにやっていただいて、あと三建さんもいらっしゃるの

で、東京都の事業化の実施状況については御説明いただいたほうがいいかと思

いますが、先ほど少し御紹介がありましたように、この 10 の図のところで一定

の方向が、早期にやるべき路線も出てきているようでございます。そういう全

体としての道路整備と同時に、開発に伴ってどこまでその周辺の基盤が耐え得

るかどうかということは、当然開発規模を想定した上で、いろいろな交通、交

差点の容量等のチェックをした上で進めていきます。必要な場合にはそういう

路線の一部改造もしなければいけないということになると思いますが、そうい

うバランスをとりながら開発していくことが大前提でございます。その基盤に

弱点があれば、それに見合った形での開発にせざるを得ないということで、調

整をしていくことになると思います。それは一般論ということで大変申し訳な

いですが、当然ここについてもそのような考え方で進めていくことになると思

います。 



委員長 

どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。ほかに道路関係の

御発言は。はい、どうぞ。 

区民代表 

ちょっと質問したいのですが、今回の当該地、警察大学の跡地の開発について

は、盛んに民間活力ということで、公の財政難、また財政不足ということで、

民間の英知、活力、また資金に負うところが大きいということで期待を寄せた

企画・提案になっているかと思います。先ほど計画地内の基盤整備につきまし

ては、民間事業者の負担によって行うという方向が出ていたかと思うんですけ

れども、この中で既に新規の都計道の整備というのが、警察病院が移転する計

画地の周辺に一応計画決定されているかと思います。将来的にここの道路は都

道になるのか区道になるのか。この道路整備については計画決定しておりまし

て、通常こういうケースの場合は警察病院が出てきますので、開発者負担とい

う意味では、警察病院のほうにも何らかの負担がなされているのかどうか。も

しされていなければ、どこでこの道路の財源を考えていくのか。警察病院を除

いたところでの民間業者が、この道路の開発負担をすべてしていかなければい

けないのか。これが公募になって民間活力が仮に導入されたとするのであった

としても、この警察病院とのかかわりあいの負担割合とか、そういう部分を全

体計画の中でどういうふうにお決めになられているのか、または進められてい

るのかということをちょっとお尋ねしたいのですが。 

委員長 

ではひとつ区のほうからお願いします。 

事務局 

それではこの件につきましても区のほうからお答えをさせていただきます。そ

の負担の基本的な原則として、これは財務省の土地であるという前提がありま

すので、財務省のいろいろな処分の原則といいますか、そういったものとの整

合をまだすべて図りきれているわけではございませんが、区といたしましては

開発者負担の原則で、新たにここで商業活動される方もいらっしゃるかもしれ

ない、病院を経営される方もいらっしゃるということで、公共施設がないとこ

ろでそういった方が進出されてくるわけでございますので、進出される方に負

担をしていただこうと。要するに開発者負担の原則でいきたいということを、

私どもは考えているわけでございます。それで、先ほども区が──都について

も書いてありましたけれども──非常に財政が厳しいという状況で、区がふん

だんに資金を出せるという状況ではございませんので、開発者に負担をしてい

ただきたいということで進めたいと。そういうことでございますが、今の御質

問の個々の病院にどう負担をさせるのかについては、もうしばらく検討の時間

をいただきたいと思っております。 

委員長 



では、ほかにいかがでございましょうか。道路に関してとりあえず２つ質問を

していただいたということであれば、余り道路だけでもあれかと思いますので、

道路に限らず開発全般、あるいは道路に戻っていただいても結構ですが、なる

べく多くの方に御発言をいただきたいと思いますので、話題を切りかえたいと

思います。どうぞ御自由にお願いいたします。 

区民代表 

道路に若干かかわりがあるのかもわかりませんが、僕は前回休んだからもしか

すると的の違ったことを言うかもわからないんですけれども、この開発という

のはやはりＪＲの中野の駅舎の建て替えというか、ＪＲがどのくらい入り込ん

でくるのかということに大いに関係があると思います。その辺のところが決ま

ると、道路もこの資料の 52 のところに出ているように、新たなバスターミナル

を西のほうに設けてありますね。西のほうに設けてあるということは、多分駅

舎の改築、あるいはターミナル駅としてすばらしいのができるというのを想定

しているのかなと思っているのですが、そのときに北側から入ってくる道路と

いうのが、今中野駅とサンプラの間の道路はここにはなくなってしまっている

んですけれども、その道路については全く考えていないのかなと思うのですが。 

事務局 

それでは御説明をさせていただきます。ＪＲの駅舎関係はどうするのかという

お話でございますが、私どもが御説明いたしましたように、このＪＲの駅の整

備というのは、やはり非常に重要ではないかと思っております。そういうこと

で 51 番の中で、この開発にあわせまして、駅や駅周辺を整備いたしましょうよ

ということを御説明させていただいたわけでございます。ただ、しかしながら

この駅の改善というのは、なかなか一朝一夕では進まないわけでございますの

で、まず今回はこちらの側で計画をまとめていく。その計画をもとに、ＪＲ側

と協議を進めていくというのが基本ではないかなと考えておりまして、そのた

めに今回こういうような案をまとめさせていただきました。その際に、西側の

ほうにも自由通路ということで、これはなかなか高低差の関係もありますので

非常に難しいところがございますが、やはりこういうものも必要ではないかと

いうことで、計画の中に入れさせていただいております。 

それともう一つ、道路の関係でございますが、サンプラザと中野区役所の間と

いうことでございましょうか。 

区民代表 

はい。 

事務局 

細かい図面を書いてございませんので、これでそれを廃止するとか何とかとい

うことにつきましては、今後計画の中で検討していくのかなと思っております。 

委員長 

よろしゅうございましょうか。いずれにしても、まちと駅とは鶏と卵みたいな



ので、どっちが先に計画をつくるとどうなるというものでもありませんから、

順番に詰めていくというような形かと私自身は思っております。ほかにいかが

でしょうか。 

区民代表 

大きく分けて４点あります。まず南口の開発に関して、25 番の公社住宅のとこ

ろについてですが、公園であるとか超高層住宅という計画はすばらしいと思う

んですけれども、皆さんも御存じのとおり、南口のちょうど超高層住宅の中野

駅側といいますか、中野通り側には、いわゆる風俗店というものが多く並んで

いて、私は南口を使っているので毎晩いかがわしい店からお誘いがかかるので

すが、そういった店がある中で超高層住宅を建てる。そういった店舗に対する

規制を中野区ではどのように考えているのかというのと、中野通りを拡幅する

とした場合に、既存の建物が結構多いですから、私としては拡幅するよりも二

層構造にして、例えば上に自由通路、歩行者専用道路みたいなものをつくった

らいいのではないかなというのが、まず南口の開発に関してです。 

２点として中野北口に関してですが、せっかく前回「サンガーデン」というい

い名称をつけて力説なさっていたのに、今回消えていたので私としては残念で

す。中野といえばやはりサンプラザというイメージがございますので、ぜひと

もサンプラザのネームバリューを利用して、例えば中野体育館を建て替えると

きにサンアリーナであるとか、サンプラザのブランド力をうまく活用して、も

うちょっとしっかり考えてほしいなと思っております。 

あと、先ほども民間資本の活用ということで出ていましたが、それに関してや

はり私ども区民のほうからも難色というか、余りいい気持ちがしない方が多い

と思いますので、私からの提案ですが、区民、あとほかの例えば丸ビルでもど

こでもいいんですけれども、民間の出資する会社で全体的に統括する、まちづ

くり全体の調和をとるための会社というのがあるといいのかなと。民間の資本

１社だけでここの場所を上げますとかではなくて、そういうふうな形で、誰か

コーディネーターみたいな感じの会社であるとかものが必要だと思います。今

の話を聞いていると、結局ばらばらに個別開発という方向性しか見えてこない

ので、コーディネーター的な会社であったり、何かつくったほうがいいのでは

ないかなと思います。 

最後にＪＲの開発に関してですが、もしもＪＲが参画してくるとなると、今、

阿佐ヶ谷であるとか西荻窪であるとか、Dila というのを御存じかどうかわかり

ませんが、そういった商業施設などもついてきますし、そういったものが入っ

てくることは中野は想定されているのか。例えば中野駅が駅ビル化する。何か

昔に駅ビル化しようとしたときに、反対にあってつぶれたという話を私も耳に

しておりますし、そういった問題に関しては、ただ駅だけを建て直してほしい

のか、それともそういった商業施設が入ってくることも考慮した上での駅の建

て替えなのか、そういったところも御説明いただきたいなと思います。 



委員長 

最後の駅の件は、恐らくこの場では御説明する力のある者はいませんので、御

意見として伺っておきます。あとの点でお答えできるものがあればお答えくだ

さい。 

事務局 

では私のほうからは、まず中野通りの拡幅について、二層構造にしたらどうか

というお話をいただいたわけでございますが、これは都道になるわけでござい

ますけれども、ここで東京都では「スムーズ東京 21」というような形で、交差

点の整備ということで５カ年間で整備しましょうと。中野通りにつきましては、

新井の交差点とか中野駅の入り口の部分とか五叉路の整備をさせてみようとい

うことで、スムーズな交通にしていきましょうという形で取り組んでいくとい

うことを聞いておりますので、今言われたような大改造というのはなかなか難

しいのかなと。ただしこの開発にあわせまして、歩道の環境などについては、

何か取り組んでいく必要があるのではないかなという感じがしておるわけでご

ざいます。 

次に、「サンガーデン」の名称はどうしたんだという話でございます。これに

つきましては、今回はとりあえず都市の広場という形でお話をさせていただい

ております。もしもそういうような意見がありますれば、今後そういうような

形で、我々提案した側といたしましてはぜひ使っていったらいいかなと思って

おります。そういうことで、皆さん方の意見をいただければと思っております。 

それから民間資本の活用云々のことで、皆さんが出資してそういう会社をつく

ってやったらどうなんだという話をいただきました。そういうような考え方も

あると思いますが、先ほども御説明いたしましたように、財務省さんのほうで

は非常に売却を急いでおられるということもございます。そういうようなこと

からいきますと、我々といたしましては、まとまった形で買っていただけると

ころに、開発条件をつけて売っていただくという形になっていくのではないか

なと思っているところでございます。 

学識経験者 

先ほど中野通りの拡幅という話が出ましたので、ちょっとお話をしておきたい

と思います。中野の五叉路は計画通りまだできておりません。それから北側に

ついては、都市計画で決められた幅員でもうできております。したがいまして

再度拡幅ということには、特に大規模な開発その他がなければ、それにあわせ

てやることがなければ、この道路を改めて拡幅することにはならないというこ

とでございます。 

それとさっきの歩行者動線の話については、南口のいろいろなまちづくりの中

で歩道の整備は、都道の中では歩道の再整備みたいなものはあるかもしれませ

んが、今は石を敷き詰めたような歩道があるんですけれども、そのまちづくり

の中で、別途そういう歩行者動線を確保するような仕掛けが必要なのかなとい



う感じはしております。 

以上でございます。 

委員長 

どうもありがとうございました。それでは次の御発言をお願いいたします。 

区民代表 

ちょっと確認させていただきたいのですが、34 の中では開発者にまとまった形

で土地を払い下げるということで、民間活力を使いながら事業性を確保してい

くというのが流れになっているかと思います。先ほどの話でも多少触れていま

すが、コーディネート、全体のまとめは区のほうがある程度やって、都市計画

的な固まりをつくった上で進めるという二段階の理解でよろしいんですね。今

の段階でどこか民間の開発者に、全面的に一定の条件をつけて任せて、その中

でゾーニングしていくという形ではなくて、ゾーニング的な考え方や全体のコ

ーディネート的な部分は、区なり都が進めていきながら、その中でまとまった

民間が開発できるような用地をつくり出して、その中の土地の開発を民間に任

せるという考え方と理解してよろしいのかどうかを伺いたいのが一つ。 

それから南口の公社の案が出ていますが、あの案そのものは今公社で検討中の

案だという理解で良いのか。参考という形になっておりましたけれども、何か

公社の具体的な案との整合性みたいなものは、実際あるのかどうかというのが

２点目。 

それから公的な施設の中で、教育問題として、先ほどは小学校の統合絡みの話

が出ておったかと思います。この地区には中央中学校があったりもするのです

が、この機会に中高一貫教育であるとか小中一貫教育のような、まとまりをつ

くる形の中で、効率的な教育施設をつくり、一方においてはそのグランドを活

用しながら、防災拠点の公園との一体化を図りながら使っていくような、考え

方を今後の検討の中にひとつ加えていただいたらいかがかなと思います。これ

は提案でございます。 

以上です。 

委員長 

それでは区のほうからお答えいただく部分はお答えいただいて、御提案いただ

いた部分は承っておくということでお願いします。 

事務局 

１点目の、民間に一括払い下げという中で、その条件はということで、コーデ

ィネーターというお話もございましたけれども、これは例えば７ページの 39 の

図を見ていただくとおわかりのように、まちづくりの計画の策定をした、そう

いったものをもとに、都市計画などによって開発条件の設定をしていきたいと

考えておりますので、コーディネーターの仕方というのは、区だけですべてを

やるということではあり得ないかもわかりません。先ほどの御質問とも関連が

ありますけれども。しかしながら一定の条件というのはきちんとつけた上で、



これはやはり民間の知恵だとか力、資金力もあるかもわかりませんが、そうい

ったものを借りないとできませんから、そういった方向でやりたい。財務省さ

んの処分の範囲もありましょうから、その辺との整合もとらせていただきます

が、基本的には私どもはそういうふうに思っているわけです。 

それから南口の案があるけれども、参考ということで、これは地権者が大きく 3

人ほどいるんですけれども、関連する地権者もいますが、地権者はもちろんそ

の住宅供給公社でございます。それから大手のゼネコンの独身寮がある。区の

用地も一部あるわけでございます。それから周辺にどう参加していただくかと

いうのもございます。そういった関係者でいろいろ議論をして、案はあるのか

というと、いろいろ構想を考えておりますが、まだ詳細を出す状況にはござい

ません。住宅供給公社はもう 50 年もたって老朽化をいたしておりますので、早

く事業を進めたいわけでございますが、まだ出すに至っていないということで、

おおむねこういったようなことを考えているというものをお示しさせていただ

いたわけでございます。 

それから公共施設の中で、中高一貫だとか小中一貫だとかというような、これ

は御提言ということでございますが、教育委員会との関係がありますから私だ

けで物を申せるわけではございませんけれども、まさしく私どもも基本的には

そういったことを考えていかなければいけないのであろうと思っております。 

委員長 

どうもありがとうございました。それでは次の御発言は。ではこちらのほうか

ら、よろしくお願いいたします。 

区民代表 

今の件と関係があるかと思いますが、確かに魅力ある条件をつくって、民間活

力によって再開発をする、あるいは売却するということでございます。そうい

うときにまちづくり計画の策定に従って、ある一定の条件をお願いして売却を

していくという形でございますが、その際、警察大学校跡地は囲町とくっつい

ているわけでございますから、囲町のほうの考え方との整合性というのでしょ

うか。例えば囲町だけが取り残されてしまって、警察大学のほうだけが進んで

いってしまうという形にならないように、その辺の整合性を再度お願いしたい

ということでございます。 

以上でございます。 

委員長 

いかがですか。 

事務局 

区のほうから答えさせていただきます。まさしく御指摘のとおりかと思ってお

りまして、跡地とその南側、中央線に挟まれた部分をどうしていくのか。前回、

「住み続けられるようなことをちゃんと考えるべし」という御意見もございま

した。そういったことで考えていきたいと思っております。 



ただ、それは一定の条件の中で、開発の時期等は警大跡地のほうが先になる可

能性が高いということで、また既成市街地についてもほかの地区も同じですけ

れども、地域の方々と十分話し合い、合意形成を図りながらまちづくりを進め

ていきたいと考えております。 

委員長 

それでは先ほど手を挙げられた方。 

区民代表 

今の御意見にもちょっと近いかと思うのですが、先ほど財務省のほうが早く事

を進めてくれというようなことを求めているということと、中野区は経済情勢

が悪いということから民間活力で開発を進めたい、いわゆる売却を進めたいと

いうような御意見が今方向として出ている。無論それについては、きちんとし

た方向性を区が示唆していくというふうに見受けられるのですが、非常に不安

が残ります。 

まず一点は、急ぐがためにどれだけの区民、地域の意見が盛り込まれていくの

か。例えば今日の議題の中にも中間のまとめというものが出てきて、実はちょ

っとびっくりしております。また表題の中でも、これまでに出てきた意見が<1>

と<2>に出てきていますが、実はその中で漏らされたのか、あえて拾われなかっ

たのかというような意味で、非常に違う意見を取り入れてもらって議論した上

でまとめに入ってきた。例えば第２回の委員会での意見で、<1>のほうであれば

早くまちづくりを行うべきということと、もう一つ、ゆっくり考えるべきとい

う意見がたしか出ていたとも思いますし、まちづくりのために区役所、サンプ

ラザを移転、活用というときに、私はサンプラザはまだまだ使えるから、むし

ろ既存の施設、例えば警大の中にも大学があって、既存の施設を使うべきみた

いな意見も言いました。そういう意味でも、もう少し意見の整理の仕方の中に

広く区民の意見、あるいは委員会だけではない区民の意見も今日出ているよう

ですが、もっと拾っていきたい。それについては、場合によっては委員会の回

数も４回と決めずに発言をもっと自由にとれる。例えば今日の資料で区報にと

いうようなことがありましたが、ホームページを通して意見をとるというよう

なことも進めていただきたい。 

もう一つ、ホームページに関しては、いつも議題が抜粋で出ますが、ホームペ

ージにおいては、ここで発言されたことはできれば必要な人によっては全部読

みたい。そういう人に対して読めるように準備をしていただきたい。 

もう一点は、開発といったときには、その先に発展があるのかスラムがあるの

かということをいつも不安に思います。短期で決めれば決めるほど、どのよう

なところに開発を予測しているのか。こんな言い方は失礼かもしれませんが、

こうやって急いでいこうとするときに、これだけの大規模敷地に参加して開発

に協力できるというところの目安がもうついているのか。ついていなくて、こ

ちら側が意見だけを盛り込んだときに、ある意味では絵に描いた餅になって終



わってしまうことはないのか。場合によっては開発をもう予測しているがため

に、それに合った方向へ落ちていくことはないのか。そういう意味で、開発と

いう言葉は２つの方向で不安を持ちます。無論その先は本当に発展なのかスラ

ムなのかというところが、例えば資金計画あるいはこういう計画だったらこれ

だけよくなる、あるいはこういうリスクがある、社会情勢が変わっている中で

もう少し具体的にお示しいただかないことには、区がどういう方向でイニシア

チブをとれるのか不安を感じております。 

以上です。 

事務局 

それでは、ただいまの意見も区のほうからお答えをさせていただきます。私ど

もは前もお話しさせていただきましたが、100 年の計でまちづくりを考えていく

べしということは、もちろんそのとおりだと思っていまして、将来を展望しつ

つまちをつくっていかなければいけない。しかしながら、いろいろな条件もあ

るわけです。そういった中で一定のスピードとまではいいませんが、やってい

くべきことはやっていくんだということが大事ではないか。今まで実は 10 年ぐ

らい、この計画もいろいろと考えて紆余曲折もあったわけでございます。そう

いった中で、ひとつ一定の方向をまとめていきたいということ。 

それからいろいろ意見があるということですが、こういった検討委員会の機会

を設け、またホームページということでございましたけれども、そういったと

ころでもいろいろ意見を伺っています。意見要旨を今日配付をさせていただき

ましが、そういったこともしております。 

それから、かなり詳細な議事録も、皆さんの意見もいろいろな機会に発表して

いるわけでございます。 

それから、発展かスラムになるかどうかというお話もございましたけれども、

私どもはもちろん今ここで事細かにまちの中身をお示しできる状況にないこと

は御案内と思いますが、そういった中でも私どもがここにお示ししているまち

づくりの案は、持続的発展が可能なまちづくりを目指しているものです。 

以上でございます。 

委員長 

関連して学識経験者の方にお願いします。 

学識経験者 

今お聞きしていて非常にいいポイントでお話になったなと思います。行き着く

先はどこなんだというお話、まさにそのとおりですね。先ほどお三方から出て

いた、この土地の所有の行く末とその使い方と夢をどう実現するかというとこ

ろに、ひとつやはりキーがあるのではないかと私は思いました。 

というのは、先ほどコーディネーターとおっしゃいました。それで、多分この

まま行くと区民の方は、区だけに任せては何か危ないのではないかという、そ

うかどうかわかりませんがそういう御意見も確かにあると。そうすると、こう



いうことを行うときにはまちづくり会社という方式もありますが、関係の方が

集まってちゃんと見ていて、やはりこうやろうよと。誰が所有者になっても、

やはりこういう方向なのだからこういうふうにしていかないかという協議調整

をしていくことが重要であると思います。例えば一番よくあるのはまちづくり

協議会というもので、そういうのをずっと続けていくことが必要なのだと思い

ます。協議会がいいかどうかわかりません。何かそういう組織というものがな

いとだめだと思います。それが意思を持って、実現に働きかけていくというこ

とが必要です。 

僕が一番大事だと思うのは、つくった後のことです。さっきまちづくりの具体

化したものがフローチャートに書いてありましたが、できるまでははっきり言

って大したことはない。逆に言うと、できてしまったらどうやってまちにする

んだというほうが重要で、そこからがまちづくりです。そこが実はスタートだ

と思います。そのときに息切れて終わってしまったら、これは本当の趣旨は全

然生きないというので、普通こういうのはまちのマネジメントと呼んでいます。

最近はよく新聞などにエリアマネジメントということで出ていますが、まちの

立ち上げから運営管理までつながるような、そういうある仕組みを入れていか

ないと、今の議論というのはきっと解けないと思います。ぶつ切りになって、

処分だ、計画も延ばした、あと開発は民間がやれ、反対だという話になって、

何か共働していくという姿がないといけないのではないかということで、まだ

この段階の議論ではないのですが、そういうことをやはりつくろうよという前

提で、払い下げをするときはそういう計画条件をのんでもらいますよ、だけど

これは必ずウオッチしますよとか、調整しますよという、そういう方向に進ん

だほうが僕は建設的なような気がしまして、何か答えを見つけていくべきだろ

うと思っております。 

委員長 

どうもありがとうございました。ほかの御意見、御発言はいかがでございまし

ょうか。はい、ほかにいらっしゃらないのでどうぞ。 

区民代表 

先回もちょっとお話ししたのですが、ゆったりした新しい駅の表情といいます

か、駅前のにぎわいといいますか。決してにぎわいにこだわるわけではないの

ですが、ガーデンプレイスでありますとか六本木ヒルズが今話題になっており

ましたり、民活でにぎやかにアラカルトを集めまして、ほとんどすき間のない

ようなまちという印象をどうしても私は受けてしまいます。そういう意味で少

し落ちついて、多少上野のような、緑が本当に前に見えるようなまちづくりを、

ぜひ誘導していただきたいという希望がございます。 

それで、学校、大学その他の誘致でありますとか、文化施設、商業、住宅、後

背に病院が控えているわけですから、組み立てればいい内容のまちになってい

くかなという楽観もございます。 



一つ、これは私の希望です。南側にゼロの図書館がございますね。非常に立派

な図書館ですが、環境が少しもったいないような気がします。ああいった施設

を逆にこちらへ誘導できないか。誘致できないか。それからスポーツ関係、そ

ういった文化施設を公共が今回の開発地を持つことによりまして、少しすき間

のあるゆったりとした表情、同時にやはり市民が区と一緒になって利用してい

く施設という、さっき中野のスパイスというお話がございましたが、本当にス

パイスになっていくのではないか。六本木や汐留にどうもそういう表情がない。

ああいう民間へのいきなりのまとめさせ方というのは、ちょっと私はいかがか

と思っておりますので、やはり区あるいはもちろん順位等はあるのでしょうが、

一緒になっていくような、なるべく存在感の高い、かつ環境のきちっと整備さ

れた、しかも福利厚生もあるというような、本当に新しいまちが何かイメージ

できるような気がします。私の意見でございます。 

委員長 

どうも貴重な御意見をありがとうございました。それでは、次に学識経験者の

方に。 

学識経験者 

今まで聞いていたところで幾つか感じたことを、コメントという形でお話しし

たいと思います。 

一つは、最初に地区の基盤施設と開発の規模との関係のお話がありましたけれ

ども、確かに規模と基盤のキャパというのは当然整合していないといけないの

ですが、むしろ私はここは駅に非常に近いということであるから、少なくとも

自動車に関しては、余り自動車に依存しないようなことをやってくれという強

いメッセージを出してもいいのではないかと思います。これは東京都なのか中

野区なのかちょっとどちらか忘れましたが、例えば事務所をつくると必ず駐車

場を何台つくれというのがあるのだけれども、これはもう駅の前なのだから、

むしろそんなに駐車場は要らないだろう。もうそういうのはやめようというこ

とが、私はあってもいいのではないかと思います。 

ただ一つ条件があって、それはどういうことかというと、自動車を使わないと

いうことはみんな鉄道で来てもらうということなので、その意味ではあの駅に

それだけの負荷をかけられるかとなるとかなり疑問があり、それはやはり駅を

どうするかという話とセットなので、今日こういうスライドが出てきたのは私

は非常にいいと思います。だから同時に、これは駅というか鉄道ですね。やは

りエネルギーを余り使わない移動手段に依存した開発というか、土地利用の形

態をそこに実現するということでは、逆に自動車に対するメッセージもつけて

おいたほうが私はいいのではないかと思いました。 

それからもう一つは、さっきから少し話題になったコーディネーターの話。私

も 100％同意見で、おっしゃったことをそのまま繰り返すよりは、私なりの言葉

で話させていただきますが、さっきのフローチャートでは、まちづくり計画の



策定があって、都市計画の開発条件をつけて、払い下げがあってと、ぶつ切り

にそれが順番に並んでいるみたいで、１個ずつ終わらないと次に進んでいけな

いような印象があります。実はまちづくり計画だって、それらはさっきもお話

がありましたけれども、先になってやはりちょっとここは変えようという話だ

って当然出てくる可能性はあるわけだし、ましてや都市計画の開発条件は非常

に緩いというと失礼だけれども、ラフなものしかつけられないのが普通なので、

細かいいろいろな、もっとこのまちにとっていいものをというような話の条件

を、逆にそこまでぎりぎり詰められるかというと多分そうでもないだろう。で

も、少なくとも払い下げについては、ばらばらと売ってもらうのはやめてほし

い。その程度のことは今ここで議論してきっちり決めておくべき話で、一定の

条件というのは当然つくのだけれども、私はむしろここに書いてあるようなこ

とも含めた上で最大の条件は何かというと、やはりここには周辺もやや含めて

まちづくりを協議する仕組みがあって、その協議の仕組みに乗る人だけがそう

いうものを買うのだということだと思います。それが嫌な人はそこには売らな

いというのが一番大事なことなのではないかと思います。 

ですからそういう協議のテーブルみたいなものは、フローチャートは本当にぶ

つ切りにしか見えないのだけれども、後ろにやはりそういう組織があって、実

はまちびらきの後ろは、むしろさっきの言葉でいうとタウンマネジメントみた

いな組織につながっていくと。そういう形でないと、こんなに一個ずつ決めて

前にスムーズに進むとはちょっと思えなくて、行きつ戻りつもあるだろうし、

最初のうちにそんなに全部 100％開発の条件だって恐らく詰められないだろう

し、ましてや街並みの誘導なんて、個別の施設の計画の設計の段階に入らない

とわからないわけですよね。だから常にそういう何かモニタリングをしつつ、

かといって余り民間を規制、規制というのもやはりどうかと思うので、そこで

協議をしながら、ここで議論したような全体のイメージを実現していくような、

そういう継続的な組織というのが非常に大事なのではないかと思います。 

それからもう一つはすごく簡単ですが、43 というスライドの跡地・その周辺の

整備方針。その真ん中に、公園と空地からなるオープンスペースの整備。何か

余りにもあっさりしていて、またコンクリート広場をつくるのかなというのは

実はやめてほしいので、上にも書いてあるんですけれども、やはり最低限そこ

に少し緑への配慮だとか。それから実は大事なことはそういう都市の広場とい

っても、やはり使って初めていろいろな効用が生じるわけだから、上に書いて

あるにぎわいの形成というのと、そこもぶつ切りになっているのだけれども、

実はこの都市の広場を使っていろいろなことをやるという形にしてほしいです

ね。それからオープンスペースは、やはりこれからは質が高くないともうだめ

だと思うので、質の高いという部分をぜひ強調していただきたいと思います。 

以上です。 

委員長 



今の関連のですか。 

区民代表 

多少関連しているのですけれども、この中で防災公園にするという形で防災の

項目があるかと思います。38 のところにオープンスペースの使い方という形の

中で、災害時には避難場所として利用できるように配慮するということで、一

種の防災公園的なイメージのものになっているかと思います。できればこの辺

の部分についてもう少し次回には、どんな形の機能がその中に考えているのか。

ただ空間だけあればいいという話ではないのだろうと思うんですね。防災絡み

の中で飲料・水の確保の問題も含めて、もうちょっと具体的な形で表現してい

ただくとわかりやすいのかなと思います。 

という中で、多少先行的な話として、隣の区ですから余り参考にしたくないの

があるのかもしれませんが、杉並区で日産工場の跡地に、たしか 4 万平方メー

トルくらいの防災公園をつくるという案が出ているかと思います。要は９万平

方メートルの工場跡地に、住宅開発と防災公園をつくるという形で、案が既に

具体化になっているかと思いますので、これにも参考にしていただくと、ある

面においてはもう少し具体的なイメージの沸く広場構成ができてくるのではな

いのかなと思ったりもいたします。 

それから先ほどの質問にちょっと関連するのですが、今のお話のような形で縦

割りとは開発するということになると、かなりの時間がかかるのかなという感

じもしないでもないですが、その辺で財務省絡みの部分とのすり合わせがどう

なっていくのかなということも、これは懸念でございますがしております。 

以上です。 

委員長 

御意見どうもありがとうございました。ほかに御質問、御意見は。どうぞお願

いいたします。 

区民代表 

このまちづくりの検討委員会のまとめを見まして、２～３回にしてはかなりう

まくまとめてあるなという気はするのですが、何かイメージが今までと余り変

わっていない。中野のまちづくりをするというのであれば、もう少しテーマと

かあるいは商業地区にするとか、何かはっきりしたテーマがないと、今のまま

進行していくと、多分今と余り変わらないようなまちづくりになってしまうの

ではないかなと心配をしております。 

先ほどＪＲとの話はちょっとさておいてということでしたが、これはやはりＪ

Ｒが乗ってこないと、中野駅の周辺というのは活発にならないと思いますし、

ＪＲの総裁でも呼んで活発に話をしてもらわないと、中野駅は変わらないので

はないかなという気がいたします。 

南側に高層住宅ということが出ておりますが、これは今までの公団住宅を建て

替えるという形だけであれば、単なる住宅地になってしまうわけで、これを商



業地域、六本木ヒルズとかああいう形の高層住宅を計画しているのかどうか、

その辺がちょっと未知数だと思います。民間に任せてある程度活発にやらない

と、資本的な問題から考えましても、現在と余り変わらないまちになってしま

うという気がしておりまして、この検討委員会がもう少し発展的になるために

は、もっと大きなところを巻き込んだ議論が必要ではないかなと思います。 

中野のまちがこんな状況であると、やはりＪＲも駅を開発しようという気持ち

にはならないのだと思いますが、町田とかああいうまちづくりを新しく始めた

ところは、今積極的に商業化を図っておりまして、非常に活発なまちになって

いると思います。そんな意味で中野区そのもののまちづくりが駅の周辺を中心

にしまして、もっと大きなビジョンとそれからテーマをもう少しはっきり決め

て、商業地区にするとか、学校の地区にするとか、デパートを誘致するとか、

何か大きなテーマが欲しいのではないかと思います。今のままだと多分余り変

わりないまちになってしまうような気がしております。 

それから中野通りですが、これは中野区全体に言えることですが、道路の両側

に駐車しておりまして、実際には１車線しか走れない。それも車にぶつからな

いようによけて通るような、非常に狭い範囲だけが車が通れる状況ですから、

やはり大量の車が通る青梅街道のように２車線ぐらいないと、南北には動けな

いと思います。今の駐車の状況は、細い道になればなるほど駐車の車が多くて、

これを取り締まらないことには狭隘道路、あるいは災害とかそういった問題も

含めて、解決にならないかと思います。道路を広げられなければやはり駐車を

禁止するとか、あるいは駐車するためのスペースを別に考えるということが必

要になるのではないかと思います。 

もう少し大きなテーマを決めるということになりますと、ここ１～２回の議論

だけではちょっと難しいと思いますので、もう少しビジョンを練って、改めて

こういう委員会を時間をかけてでもやっていく必要があるのではなかろうかと

思います。 

以上です。 

委員長 

区のほうから少し。 

事務局 

それでは区のほうから、ただいま商業地区を決めたりというようなことでござ

いますが、これは跡地を民間活力も利用してということで、そういった中で決

めていきたいと思っておりまして、商業振興、産業振興といったようなことに

ついて十分配慮しながら、このまちを行っていきたいと思います。デパートの

誘致もということがありましたけれども、そういったところに来てもらえれば

いいなというふうにも思っております。 

ＪＲとの関係につきましては、ここである程度一つ方向を、こういったことで

やっていこうということでまとまってきました。このことを受けて区としても、



これからＪＲとの対応等、積極的に調整を進めていきたいと思っております。

皆さんの応援もいただきたいと思っている次第でございます。 

それから議論をもっと重ねてということでございますが、いろいろな機会にい

ろいろな御意見を区民等からいただくというようなスタンスは、もちろんこれ

からもずっと続けていくわけです。先ほどぶつ切りになっているとのご指摘も

ありましたが、まちびらきまでのフローがありました、そういった中でずっと

これはいろいろと、この委員会ということではないですが、区民の皆様の御意

見をいただきながらやっていくわけです。この委員会としては次回のフォーラ

ム、それから４回目、年度末ぐらいを、まだ日程は決め切れておりませんけれ

ども、そこでひとつ大きな方向を出していただいて、次につなげていきたいと

考えているところです。 

それと南口の再開発につきましては、老朽化した住宅供給公社の住宅というこ

とで、住宅供給ということも当然考えておりますが、当然駅前ということでご

ざいますので、六本木ヒルズというようなわけにはいかないと思いますが、低

層階についてはそれなりの商業施設等が入るものと思っております。 

関係行政機関 

道路は車が走ってまたとまらなければいけない、とまらないと使えないという

ことですから、非常に難しいところがあるのですが、いずれにしてもこの地区

のまちづくりをやる中で、先ほど先生のほうから車中心でないほうがいいので

はないかというお話もありました。こういう中で方向性を整理していただいて、

じゃ、中野通りはこれだけの幅員の中でどういう道として使っていったらいい

のか、というのを御提案いただくのも一つの方法かなと思っております。そう

いうことを全体としてまた調整させていただいて、できることはやっていくと

いうのが私どもの立場かなと思っております。 

委員長 

どうもありがとうございました。少し時間も押してきましたが、御発言がまだ

ない方はよろしゅうございますか。 

区民代表 

中野の南口から来ております。この討論会も今日で３回目となりますが、この

警大の跡地を１０として、その何割をこういう議論によって方向づけようとし

ているのか、例えば、民間活力による商業施設を導入するという場合、全体を

考えるか、それとも何割か民間活力を導入し残りを公共的なものにするのかと

いうところが、明確でないように思います。 

委員長 

では区のほうからお答えをいただきます。 

事務局 

それでは区のほうからお答えをさせていただきます。民間活力ということでご

ざいますが、その民間活力の中で公園だとかオープンスペースだとか道路だと



かを生み出していきたいと。これは基本原則ですが、すべてがそれで済むとは

言い切れません。それは区の資金を投入してやらなければならない分も、今後

出てくる可能性はもちろんあるわけですが、基本的には先ほども言いましたよ

うに、開発者負担の中で公共施設を確保していく。今具体的にこの用途、容積

等、インセンティブというものを与え、そういった中で公共基盤を整備してい

くということになると、どこまで開発者負担できるかというのを検討しており

ますが、今まだ検討過程でございます。しかし、そういったものがきちんと確

保されるように努めていきたいということでございます。 

委員長 

よろしゅうございますか。ほかに。では区民代表の方にお願いします。 

区民代表 

実は私の地域のそばにブロードウェイがございますが、ここで今日この映像を

見まして、１本新しい道路ができるというような設計図になっています。この

17、18 の図で示されるのは、郵便局通りではないかなという感じもするのです

が、ブロードウェイ、サンモールも含めたこのエリアについての再開発という

のは、部分的に何回か過去にあったようなお話を聞いています。それが立ち消

えになったのではないかなと。私は地元において余りよく情報を把握していな

いのですが、やはりここにも書いてあるとおり、確かに地域の方々の前向きな

まちづくりの意識を高めて、地域の住民の方々が主体性を持ってやらなければ

できない問題ではないかなと思うんですけれども、いかんせん我々外部から見

まして、非常に狭隘な道路と、それからここに書いてあるとおり防災の対応の

遅れというのは間違いなく、消防車も入ってこられないような状態であるし、

いざ何か災害があったときには非常な被害が出るのではないかなという思いも

あり、今現在も考えなくてはいけない問題ではないかなと思っています。 

そして、ブロードウェイ・サンモールを含めたブロックの再開発はどうやって

やるのかなということは、やはり地元の方たちのコンセンサスをどのように、

例えば行政から、または公団のほうからどのようなアプローチをしていくのか

なと。今現在恐らくそういう組織もあると思うんですよ。私はよく把握してい

ませんですけど。一応このエリアについては、各商店会のブロックの方たちが、

やはりサンプラザ、中野区役所跡等で大型商業地域ができると驚異だよ、とい

う発言が一番初めにあったと思いますが、それはもうにぎわいのまち中野とい

う中心的な考え方でいけば回遊性があるものだし、あなたたちが心配するよう

なことはありませんよ、という説明が十分あったので、恐らく地元の方たちも

納得されていると思います。 

ブロードウェイとサンモールについて、これからどういう展開をしていくのか

なというのをお聞きしたいなと思っています。 

区民代表 

今、言われたと同じで、今日の主要なテーマの中に、ブロードウェイやサンモ



ールや南口というのが載っかっているんですね。載っかっているんですけれど

も、今初めてこの話が出た。これでもう中間の答申が出たときに、このままず

っといってしまうと、「南口はこうだと決まったの」「サンモールとかブロー

ドウェイのところはこうだったと決まったの」と言われてしまうんですよね。

もしもそう言われたときに、「いや、南口のほうはかねてから行政側といろい

ろな話し合いをして、こういうふうに進んでいるんだよ」とか「北口のサンモ

ールだとかブロードウェイについては、こういうふうな明るい希望があるんだ

よ」と。それで、こんな短時間でもって、ころっと答申を出してしまったとい

えるような何かがあればいいのですが、この後区民とのまちづくりのフォーラ

ムをやるといったときに、そういうことをほわっと言われるかもわからないで

すね。「南口、北口の今ある肝心なところはどうなったの」と。 

委員長 

はい、どうぞ、区のほうからお願いします。 

事務局 

それでは区からお答えをします。今、いただいた御意見でございますが、私ど

もとしては、こういった大きな方向性をここで示させていただいたのだと思っ

ているわけですけれども、やはりこれは既成の市街地が大変密集しているとこ

ろでございますので、地元に入って合意形成に努めたいと思っているわけでご

ざいます。もう既に私どもからもお伺いしたり、または地域の方から来てくれ

と言われて伺ったりして、商店街ですから夜大分遅い時間に伺っておりますが、

もちろん地元の方はまちづくりに心配もありますし、我々も説明をする責任も

ございます。 

そういった中で、ごく最近の情報をお話しさせていただきますと、サンモール

の商店街の青年部の皆さんと議論をしております。なかなかその青年部の方々

は積極的でございまして、周辺のまち、それぞれ個性を活かしていくというこ

とでございますが、そういったところとともに栄えていきたいということで、

積極的なまちづくりをしていきたいんだということをおっしゃっておりました。

私どもはこれは本当に一緒になってまちづくりの勉強会をしていけるなと、こ

ういうふうに思ったところでございます。 

そういったことで、我々はここだけではございませんが、積極的に地元に入っ

ていって合意形成をしながら、それでないとこういったまちは本当にまちづく

りができないと思っております。これから各地区ごとになろうかと思います。

順序に差はあろうかと思いますが、そういったことで進めさせていただきたい

と思っております。 

委員長 

よろしゅうございますか。まだ御発言をいただいていない方で、もし御発言が

ありましたら先にお伺いしたいと思います。 

区民代表 



囲町から出ております。先ほどの質問と少しダブると思いますが、私どもの囲

町地区を通っております補助 221 の整備について、まちづくりは少し後回しに

なるというお話を聞いたのですが、道路の計画自体は補助 221 の拡張と、あと

縦に通る道ももちろん計画されることになると思いますが、今回の計画に道路

面だけをすり込むことになるのでしょうか。 

事務局 

それではこれについても区のほうからお答えをさせていただきます。45 の図面

を出していただきたいのですが。私どもの説明が悪かったのか、道路だけがぼ

んと書いてあるということで、ちょっと誤解を生じてしまったかもしれません。

私どもは、道路というのはまちづくりにとって大変重要だと思っております。

ただし、道路だけを抜いてしまえばいいということではないのだろうと。これ

前回も、「住み続けられるようにすべし」という御意見をいただいておりまし

て、私どもは先ほど警大跡地のほうが先に進むけれども、それよりは遅れるか

もしれないというお話をさせていただいたのです。地域の方々とこれもいろい

ろ話をしながら、道路整備だけを先ということだけではなくて、まちをきちん

と考えた上で皆さんが住み続けられるように、もちろん別のところに移りたい

という方もいらっしゃるかもわかりませんが、基本的には住み続けられるよう

なことを考えながらこの道路整備を、今のところこれは位置づけとしては都が

整備することになっておりますが、そういったことをきちんと考えながら、ま

ちづくりの整備をしていくということを考えております。 

委員長 

よろしゅうございますか。ほかにはいかがでしょうか。まだ御発言いただいて

いない方の御発言がなければ、あと 1 人、２人でお話ししていただきたいと思

います。 

区民代表 

小さな質問で恐縮ですが、30 番に「にぎわいの形成を目指す」という言葉があ

って、サンモール等はマスタープランにおいても、「にぎわいの心」というこ

とでこういう言葉が使われているかと思うのです。前回もちょっと質問させて

いただきましたが、もともと警大は緑の拠点になっている。でも、前回も今回

も公共施設がそっち側へというようなことも含め、マスタープランを踏まえる

のか、緑の拠点はそのまま残るのか、ということが一点。 

もう一点は、やはりこの開発は中野区外の民間活力を活用する。要するに中野

区外からいろいろな方が来て、開発をするだろうと思います。逆に地元地域の

人たちが理解できるシステム、先ほどいろいろな案を先生方からもいただきま

したが、それをきっちりとつくっていただきたい。やはり地元地域の方たちが

今どういう思いでマスタープランをつくって、あそこの緑の拠点がどう生きる

かを期待しているというところに、もうちょっと戻っていただけるとありがた

いと思います。 



それからもう一点、委員会の回数がもっと増えないというのであれば、できれ

ば要約版ではない、議事録の全文がホームページの中なりどこかで見られるよ

うにしていただきたい。先ほどもお願いしましたがお答えがなかったので。 

以上です。 

委員長 

それでは２点。 

事務局 

それでは、私は最初の御質問にお答えさせていただきます。この都市計画マス

タープランは、多くの区民の方々とつくったものというふうに認識してござい

まして、基本的には重く受けとめるというか、重要なものと考えております。

その緑の拠点ということについても、大きな意味ではそういったものを考えて

いきたいと思っているわけでございます。ただ、あの中には「にぎわいの心」

との整合も図るように考えていくというような、いろいろな機能というものも

盛り込んであるものだと思っております。 

そういったことで、基本的には都市計画マスタープランというものを守ってい

きますが、ここでは将来の 100 年の計を考えたまちづくりを考えていただいて

おります。そのマスタープランを適時改定すべきという条項もあるわけでござ

います。もちろん各都市計画施設のように、きめ細かいことを決めてあるわけ

ではございませんから、大きな幅の中で考えていけばいいと思います。一定の

皆さんの方向性が出れば、変えることもあり得るということですけれども、今、

「緑の拠点」という大きな意味での考え方を変えるというようなことは考えて

ございません。 

事務局 

もうあと２点ほどありましたので、私のほうからお答えさせていただきます。

先ほど２点目にありました、区外の民間の主体が開発するのではないかという

ことで、地元が理解できるシステムをつくってほしいということにつきまして、

先ほど学識経験者からいろいろありましたまちづくり協議会といいますか、そ

ういったものを今後考えていく必要があり、それを目指したいと思います。 

あと、ホームページへの議事録のお話でございますが、前回の２回の委員会に

つきまして、要旨の確認のときにあわせて実際の議事録の確認もいただいてお

ります。第１回委員会のときに、公表につきましては要旨ということでいきた

いというお話でありましたので、その時点ではそういう形だったのですが、皆

様がよろしければホームページ等で、議事録についても公表をしていきたいと

考えております。今回の３回についてもそういった確認をとった上で、公表と

いうことでいきたいというふうに事務局としては考えてございます。 

委員長 

では、今この場で御了解をいただくということですか。それでは第３回の議事

録からということですか。さかのぼってですか。では、さかのぼって議事録を



要旨ではなくて公表するということで、何か御意見はございますか。これは発

言者の個人名はどうなるのですか。 

事務局 

第１回の議事録から公表し、形式は要旨と同じです。 

委員長 

個人名はつかないということですね。では個人名のつかない発言ということで、

全文を公開するということでいきたいと思いますが、よろしゅうございましょ

うか。それではそれについては御了解を得られたということにいたしたいと思

います。 

ほぼ予定の時間が尽きましたのですが、特に何かあればもう１人だけお願いし

ます。 

区民代表 

時間がもう押している中で申し訳ございませんが、本日、学識経験の先生のほ

うからお話がありました、地域がこういう開発のときにこういう検討委員会だ

けではなくて、今後ともきちんとした地域の主体者が地域に責任を持っていく

んだという意味での、仮に名称をまちづくり協議会だとすれば、そういうもの

が必要であろうと。とかくこういうケースの場合に、何々を要求するとか要望

するということにはなろうかと思いますが、地域の我々が主体者としての考え

で、常に能動的に動いていくということはやはり確かに大切なことだと思いま

すし、そういうものが地域の力になっていくのだと思います。 

例えば今回の中野の事例のように、国有地の払い下げを伴うようなケースの成

功事例といいますか今までの事例。例えば、そういうものを今後立ち上げてい

こうという機運が出たときに、これは行政サイドがお膳立てをしてやっていく

ようなものではなくて、やはり住民主体者が積極的にやっていくとすれば、じ

ゃ、そういうものをつくっていくに当たっての成功事例またはそういうものの

御紹介を、情報提供をしていただきまして、そういうものも我々が学べるよう

なチャンスをぜひ与えていただき、そういう情報をいただいた中で、我々がど

う動けるかということも問われるのかなと思いますので、今後とも御協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

委員長 

それではこれで一わたりの御発言を締めくくらせていただきまして、最後に傍

聴されております内田助役のほうから、もし何か御発言があればいただきたい

と思いますがどうでしょうか。 

助役 

御紹介いただきました助役の内田でございます。委員の先生方には毎回遅くま

で大変精力的に議論を重ねていただいておりまして、本当に感謝を申し上げた

いと思います。 

中野区では、今区長はよく「持続可能な」という言葉を使うのですが、持続可



能な21世紀の中野区の新しいまちのあり方、その姿を描き出そうということで、

区民の皆さん、各界の皆さんに御参加をいただきまして、新しい中野区の基本

構想づくりを進めております。ちょうど今晩もその会合が開かれているのです

が、今日私は突然でお邪魔だったかと思いますけれども、こちらの議論が大変

活発に展開されているという報告を受けておりましたので、急ですがお邪魔を

させていただきました。 

本当にいろいろな角度から御議論いただきまして、伺いながら、この地域につ

いては中野区の顔であると同時に、中野区のさまざまな問題の解消にとって、

非常に重要なかけがえのないゾーンだけに、本当にいろいろな御意見があると

思います。今日まで３回の御議論を通じて、この今日の資料では基本コンセプ

トという形で整理がされておりまして、「環境と都市機能が調和した 21 世紀型

都市づくり」というコンセプトをまとめていただきましたけれども、本当にこ

のコンセプトについてはさまざまある御議論の、やはり皆さんが共通してそこ

から出発できるコンセプトを整理していただいたのではないかと思っておりま

す。 

ただ、その後の御議論でもいろいろありましたように、これから具体的なテー

マづくり、あるいはイメージづくりをしていく上では、大分いろいろな御意見

があると思いますが、区といたしましてもそれら区民の方々の御意見ができる

だけ反映されるような、そんな努力をしていかなくてはいけないと思っており

ます。御議論の中では、開発やまちづくりのキーとなる仕組みのことも今日お

話をいただきましたし、私ども行政の立場でもそういったことについても、や

はりそういった御議論を踏まえた検討をしていかなくてはいけないと思ってお

ります。 

いずれにしても、もう今年も本当に押し迫ってしまいましたが、年が明けます

とフォーラムが開催される予定にもなっておりまして、さらに議論としては活

発に展開されることになると思います。委員の皆様にはそれぞれに大変お忙し

いお立場で、毎回遅くまでこうした御議論に参画いただいておりまして、本当

に感謝を申し上げるところでございますが、中野区民、21 世紀の新しいまちに

とって本当に重要な位置を占める問題でございますので、どうぞ今後ともひと

つお力添えをいただきたいと思います。 

突然にお伺いいたしましたけれども、よろしくどうぞお願いいたします。今日

はありがとうございました。 

委員長 

御発言ありがとうございました。それではこれで予定いたしました議論はもう

一通り終了したということでございますので、あとは事務局のほうでお願いし

ます。 

事務局 

その他といたしまして、前回、来年の１月 28 日水曜日、午後７時からなかのＺ



ＥＲＯの小ホールで、「中野駅周辺まちづくりシンポジウム」を開催するとい

うお知らせをいたしましたが、タイトルを「中野駅周辺まちづくりフォーラム」

に変更させていただいて開催をしたいと思います。日時、場所等についての変

更はございません。フォーラムにつきましては、本日の委員会における御議論

を踏まえまして、区といたしましてまちづくり計画素案の中間のまとめという

ような形でお出しをいたしまして、区民の御意見をいただく機会の一つと考え

てございます。 

フォーラムの次第ですが、まずは中野区の田中区長からごあいさつをいただい

た後、まとめについて報告をいたしたいと思っております。その後、委員長を

コーディネーターといたしまして、学識経験者の委員の皆様を中心とするゲス

トから御感想やまちづくりに望むもの等を語っていただいて、その後、会場に

いらしていただいた方とゲストとによります質疑や議論のやりとりを行ってい

きたいと考えております。なお、ゲストにつきましては現在調整中でございま

す。委員の皆様におかれましても、できるだけ会場に足を運んでいただければ

と考えております。 

中間のまとめにつきましては、区報やホームページでの公表も行うという予定

でございます。また、会場からの意見等を含めて、第４回の議論に生かしてい

きたいと考えております。 

事務局 

お疲れさまでございました。一応これで終わりでございますが、次回第４回の

委員会の日程につきましては、調整させていただきたいと思います。恐らく３

月に入ってしまうのではないかと思いますが、それはまた調整させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

委員長初め委員の皆様、ありがとうございました。以上をもちまして第３回中

野駅周辺まちづくり調査検討委員会を終わらせていただきます。傍聴の皆様、

長時間お疲れさまでした。どうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうご

ざいました。 

 

＜了＞  


